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子
ど
も
手
当
財
源
の
地
方
負
担
に
反
対
す
る
意
見
書

平
成
二
十
二
年
度
予
算
案
に
、
中
学
卒
業
ま
で
一
人
当
た
り
月
一
万
三
千
円
の
「
子
ど
も
手
当
」
の
支
給

が
盛
り
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
給
付
総
額
は
二
兆
二
千
五
百
五
十
四
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

平
成
二
十
三
年
度
以
降
は
子
ど
も
一
人
当
た
り
二
万
六
千
円
の
支
給
と
な
る
た
め
、
さ
ら
な
る
財
源
の
確
保

が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
二
十
二
年
度
は
子
ど
も
手
当
の
一
部
と
し
て
児
童
手
当
を
支
給
す
る
仕
組
み
で
あ
る
た
め
、
地
方

・
事
業
主
負
担
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
た
め
、
一
部
の
自
治
体
は
給
付
事
業
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を

表
明
し
、
地
方
六
団
体
か
ら
は
「
子
ど
も
手
当
の
地
方
負
担
に
反
対
す
る
緊
急
声
明
」
が
出
さ
れ
る
な
ど
、

実
際
に
支
給
で
き
る
か
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
各
知
事
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
子
ど
も

手
当
の
全
額
国
庫
負
担
を
求
め
る
声
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。

一

平
成
二
十
三
年
度
以
降
の
子
ど
も
手
当
は
、
国
の
責
任
と
し
て
実
施
す
べ
き
で
あ
り
、
全
額
国
庫
負
担

と
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
地
方
の
事
務
負
担
や
費
用
負
担
に
つ
い
て
十

分
配
慮
す
る
こ
と
。

二

子
ど
も
手
当
に
よ
っ
て
目
指
す
国
の
中
長
期
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
平
成
二
十
三
年
度
以
降
の
子
ど
も
手
当

を
実
施
す
る
上
で
の
財
源
確
保
の
展
望
を
示
す
こ
と
。
そ
の
際
、
納
税
者
の
理
解
を
十
分
に
得
ら
れ
る

内
容
と
す
る
こ
と
。

三

子
ど
も
手
当
の
よ
う
な
現
金
給
付
だ
け
で
な
く
、
子
育
て
を
し
や
す
い
環
境
整
備
に
も
配
慮
し
た
対

策
を
講
じ
る
こ
と
。

四

平
成
二
十
三
年
度
の
子
ど
も
手
当
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
は
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
在
り
方
を
明

確
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
国
と
地
方
の
十
分
な
意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
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